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監査委員監査における リ スク と 視点

自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次

←監査委員が直接立証でき るよう な論点ではない

・ 行政監査独自の守備範囲は財務に寄り 添う

・ こ れまでの「 着眼点」 ・ ・ ・ 何ら かの指摘を し ないと いけなかっ たと い
う 背景

・ 新監査基準のも と で、 リ スク の重要性評価を する限り 、 監査委員の結論
に「 全体と し て」 と いう 観点が必要では？
( ただし 、 現在も 「 おおむね」 と いう 表現を 使っ ているはず)

第一節　 会計年度
及び会計の区分
第二節　 予　 算 予算執行の計画性 ・ 予算比、 著し い差異はないか( 原因は何か)

予算執行の効率性 ・ 以下すべての手続
第三節　 収　 入 徴収( 税) 賦課 計算の正確性( 外注任せ、 プログラ ムミ

ス)
・ 計算の正確性( 外注任せ、 プログラ ムミ ス)
・ ( 外部業者に依拠せざるを 得ない実態)
・ 自治体側であら ゆるパタ ーンの再計算・ 検証を 実施し ているか。
・ どのよう な体制で行っ てるか（ パタ ーンの洗い出し は誰が、 どのよう な
体制で実施し ているか)

徴収 直接取り 立てのリ スク
( 現金収受、 流用、 横領のリ スク )
窓口のみの収受なのでリ スク なし
強化月間のみ夜間あり

・ 住民と の距離が近く 、 職員を 信頼し ている
・ 次の統制さ え徹底し ておれば、 巨額の横領は起こ り えないのでは？
・ また、 ほと んどが口座振替であり 、 現金を 直接収受する機会( 額) も 限ら
れているのでは？
・ 現金の収受は金融機関のみ( 一部夜間ある)

事実関係
又は事象

∴構成要素に分解する
　 　 　 　 　 ↓
　 　 　 リ スク の洗い出し
　 　 　 　 　 ↓
　 　 　 重要性の評価
　 　 　 　 　 ↓
　 　 　  　 選択
　 　 　 　 　 ↓
　 　 　  　 分解
                   ↓
             証拠収集

1． 存続( 財務)
2． 信頼( 期待)
　 ➀住民の福祉の増進に努めているか
　 ②最小の経費で最大の効果を 挙げているか
　 ③規模の適正化を 図っ ているか
                  ↓
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

・ 内部牽制( 職務分離、 領収書・ 領収印管理のの徹底、 担当任せにし ない)
→が出来ているかどう か

交付税等( 受入) 実在性、 正確性、 期間帰属 例月 証憑、 入金記録

・ 各自治体から 提出さ れた基礎情報が正し いかどう か
( 他力本願ではあるが、 3年に一回県が調査に来るためリ スク は低いのでは
ないか)
・ 入金の実在性は財務リ スク であるが、 その申請に係る情報の正確性まで
監査委員のチェ ッ ク が必要か？現実的に可能なのかどう か？

起債・ 償還( 利息) 起債・ 利息の正確性、 実在性 例月 ・ 閲覧、 証憑突合
・ 責任部局が再計算を 実施し ているか
・ オ－バ－オール・ テスト

確認 網羅性( 下記、 決算における確認手続)

第四節　 支　 出 各事業費 取引の実在性、 正確性、 合目的性等 例月

・ 全体と し ての重要性は高い
・ 例月資料の継続性( 前月までの確定)
・ 例月データ の網羅性
・ 各月サンプリ ングであっ ても 網羅的にチェ ッ ク する
・ 架空、 不正取引、 私的流用に対する懐疑心が必要
・ 証憑、 入金記録、 証憑突合、 事業の特性に応じ た監査手続必要
・ 「 例月現金出納検査」 のタ イ ミ ングで、 実在性、 内部統制、 正確性を 確
認、 積み上げておく
・ 支出伺いで事業課長、 会計課長等々、 副町長、 ( 町長) も 査閲、 決裁する
ため「 物」 「 取引」 自体が"異常"なも のであれば判明し ているはず→( 内部
統制) ( 適切な職務分掌と なっ ているか)

例月 一方で、 会計課で行われるのは証憑突合( 請求書と の一致) のみであり 、 こ
の取引自体の必要性、 妥当性、 私的流用の有無の観点は期待でき ない

人件費 人件費計算の正確性 ・ 使用ソ フ ト の確認
・ 計算の正確性( ウォ ーク ルー、 支払確認、 名簿確認)
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

人件費の不正

・ 実在性、 網羅性( 人の実在性を 確認し てるか
・ 支払実績・ 職員名簿と の突き 合わせ)
・ 不正残業代( 課別比較、 個人比較)
・ 聖域はないか( 仕事を 一手に引き 受けるやり 手には周り の者、 権限者も 遠
慮する)
・ 架空人件費( 現金支給し ている非常勤職員はいないか、 現金支給、 領収書
の場合は、 不正が容易)

首長交際費 正確性、 必要性 出納 ・ 現在はどこ も 僅少では
・ ただし 、 公表さ れているも の以外にないかどう か
・ 住民の批判を 想定すると 金額に応じ て詳細にみる必要も →説得性のため
「 監査委員が見た」 と いう 記録が必要

指定管理 指定管理料 支払金額の正確性 出納
証憑、 支払記録( 当初の契約に基づいた支払)

当初契約から 変動部分、 実費部分等追加
額の正確性

・ 指定管理者と 該当課の癒着の可能性、 癒着はなく と も 言いなり の可能性
・ 指定管理者の収入・ 損益→追加委託料の妥当性
・ 計算基礎の正確性、 規定準拠性
・ そも そも 、 事業課が納得のいく 検証を し ているのかどう か

必要性、 効率性、 妥当性 ・ 必要性、 効果性の測定は難し いが、 民間委託を 進めるのであれば、 納得
のいく 統制・ 検証の実施を 事業課に求めるのは当然必要
・ 指定業者、 契約内容、 指定管理料の支払額と 成果実績等々を 住民の目に
公表し 、 批判に耐え得るかどう か。
・ その晒すよう な開示と なっ ているかどう か

情報システム関連費用 支払金額の正確性 出納 証憑、 支払記録( 当初の契約に基づいた支払)



平成30年2月５ 日愛媛県砥部町 5

自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

妥当性( 健全な批判を 加えているか) ・ 各自治体と も 情報電算システム費用が巨大になっ ている
・ システム業者への支払は妥当な金額であるかどう か
・ ただし 、 職員、 監査委員と も に技術的・ 能力的に測定困難では？
・ 必要性、 妥当性の判断基準は何か
・ 毎期、 契約の継続の妥当性を 判断し ているか。
・ システム業者に対する交渉能力を 有し ているかどう か
・ 電算費用の金額の程度を 見ると 住民に対し て相当程度の説明責任を 果た
さ なく てはなら ない
・ システム関係の将来的展望を 描いているか
・ 電算費用の上昇を 回避するには、 業務にシステムを 合わせるのではな
く 、 業務を システムに会わせるべき ではないのか

※個々の町村では技術、 能力的不足( 交渉能力が乏し い)
※国、 県単位レ ベルで交渉、 対応すべき

各自治体の単独事業と
し ての財務援助( 助
成・ 交付・ 補助)

直接援助 支払金額の正確性( 公にし た取り 決め、 計
算基礎の存在、 こ れに対する準拠性)

出納 ・ 証憑、 支払記録
・ 計算基礎の根拠・ 確認
・ 計算基礎が定めら れているにも 関わら ず従っ ていない、 慣習的な一定額
を 支払っ ている場合がある
・ 職員自体が規定を 知ら ない場合も ある

効果、 有効性、 目的達成の測定 ・ 財務援助団体を 使っ て地公体の目的を 達成し よう と するから 、 その団体
に公金を 投入し ている
・ 支出するこ と 自体が目的ではない
・ 支出の目的は何か。 その目的行為を 達成し ているか
・ 事業目的を 達成し たと する「 尺度」 は何か
・ 住民目線で厳し く 測定する必要がある

・ 支出するこ と 自体の効果、 有効性の判断は監査委員の主観も 入るため、
最後はと にかく オープンに、 隠さ ない体制、 すべてを 分かり やすく 公開す
る体制、 可能な限り 住民の目に晒すこ と が必要
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

財務援助団体の正当性

財務援助先団体の財務の確認
( 以下の内容を 、 担当課が確認・ 検証を 実施し ているか)
・ 支出し た事業費がプール( 内部留保) さ れていないか
・ 内部留保なく と も 支出内容は妥当か
・ 目的使用さ れていると し ても 、 その目的範囲( の認識) は広すぎやし ない
か
・ 人件費( 単価) は妥当か( 要員数、 単価は同業他社と 比較し て妥当か)
・ お手盛り 、 特定一族の利得はないか
・ 支出先の決算書、 総勘定元帳を 徴収、 分析し ているか
・ 預金等の残高を 外部証拠で確認し ているか
・ 支出先の繰越金の有無
・ 税金支払いの有無( 税金を 支払う ほどの援助が必要か)
・ 孫出し の有無、 孫出し 先への同様の手続

既得権リ スク ・ 各種団体の既得権と なっ ている
・ 住民の大半はその団体と 関係がない
・ 過去の政治的な産物ではないのか

間接援助( 孫出し )間接援助( 孫出し ) ・ 直接援助団体から 下部団体に支出し てチェ ッ ク を 免れる場合がある
・ 意図的の場合があり 、 不正の温床　 →　 直接援助と 同様の観点が必要

預け金等 預け金 防止でき るだけの内部統制 ・ 業者と 癒着の上、 私的流用
・ 私的流用と まではいかなく ても 、 各課のお抱え業者と いう も のが存在す
る
→当然に私的付き 合いも 出てく る
→結果と し て不正の温床

内部統制
・ 職務の分離、 異動、 長期休暇の有無
・ 決裁権限の明確性、 準拠性
・ 発注の必要性、 現物納品確認
・ 取引先選定の正当性、 特定業者への集中
・ 実効性ある検収事務等を 実施し ているか　 ( 形骸化の有無)

第五節　 決　 算 現金預金 実在性 ・ 残高確認( 外部証拠)

出納整理期間の期間帰属の適切性 ・ 直接証拠がない、 また過去の不正事案
・ 出納整理期間の入出金を サンプリ ングで検証
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

起債借入金 実在性、 網羅性 ・ 残高確認( 外部証拠)

出納整理期間の期間帰属の適切性 ・ 直接証拠がない、 また過去の不正事案
・ 出納整理期間の入出金を サンプリ ングで検証

決算書作成 決算書の正確性 ・ 内部統制、 都度の証憑確認で、 決算審査のタ イ ミ ングでは表示のみ( 日々
の会計処理が正し ければ、 電算出力と の整合性のみ)

・ 会計システムと 補助簿( サブ・ システム) の一致
地公体職員にはこ の論点が抜けている→会計は会計課と いう 考えがある
特にサブシステムにある個人別の債権債務

気付事項の提示

健全化判断比率 算定方法の妥当性 ・ 決算統計( 性質別) と の整合性
・ 決算統計と 決算書の合理的な差異
・ 地自法外の強い要請であるが、 県のヒ アリ ングを 受けている
・ 事業課が実施し た算出工程を すべてチェ ッ ク するこ と は困難ではないか
・ サンプリ ングで計算要素の正確性を 確認する程度

第六節　 契　 約 入札 入札手続の適法性 ・ 定例の入札監視委員会、 入札監視定例会
・ 実効性は、 手続準拠性の確認に限ら れるのでは？
・ サンプリ ングによる

・ ラ ンク 付の妥当性、
・ 募集幅の妥当性、 地元業者優先の理由
・ 低入札価格決定の妥当性
・ 同日入札の実行可能性
・ 予定価格( 設計価格) 公表の有無、 公表するし ない判断の理由
・ 入札手続の正当性( 手続準拠性)

随意契約 随意契約による癒着、 横領リ スク ・ 不正の温床、 典型論点
・ データ 通査の上証憑確認

・ 緊急性の有無
・ 代替業者の有無
・ 契約の分割、 細分化の妥当性
・ 入札、 他部局の査閲を 逃れる意図はないか

第七節　 現金及び
有価証券

現金( 収受) 収入・ 報告 現金収受・ 報告の正確性 出納 ・ 横断的論点
・ 内部統制( 職務分離、 徹底し た報告、 抜き 打ち実査)
・ ローテーショ ンによる点検
・ 本庁だでなく 出先の管理状況( 内部統制( 意識) の強弱を 意識)
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

例月出納検査 出納報告の正確性
監査証拠の蓄積

出納 ①出納検査そのも のの目的
➁内部統制の整備と 運用状況の確認→監査証拠の蓄積

出納 ・ 例月出納検査の本源的使命はスト ッ ク
・ フ ローは例月目的に含まれるも のの副次的な目的
・ むし ろ 決算審査に対し ての期中監査( 行政監査、 財務監査等) の一環と し
て位置付ける
・ 各監査委員の出納検査に対する「 迷い」 は、 出納検査／行政監査／財務
監査／決算審査・ ・ ・ と 線引き を し よう と すると こ ろ から 来ている
・ あえて線引き を するのなら 、 例月出納検査は「 スト ッ ク 情報の保証」 、
そし て、 それ以上は決算審査のための期中審査を やっ ている」 と 、 割り
切っ た方が合理的

➀スト ッ ク 情報・ 実在性( 残高) の確認 出納 ・ 月々は代替証拠、 年度は残高確認
・ 出先も 含めた現金管理及び報告体制
・ 内部統制の強弱の特定

②スト ッ ク 情報・ 保管状況の適切性( 安全
性)

出納 ・ 保管に関する職務の分離
・ 現金過不足の処理
・ 本所出納以外現金の管理状況
・ 保管( 預け) 先の選択と 決定の過程( ルール準拠)
・ 歳計外以外の現金の存在と 理由、 管理( 下記に詳細)

③フ ロー情報・ 出納記録の適切性 出納 ・ 対象資料の継続性( 前月から の継続性)
・ 一定金額以上のリ スト から のサンプリ ング
・ ト ータ ル・ チェ ッ ク ( 円単位)
・ 証憑と の一致( 年度、 科目、 相手先、 金額、 金額が正し く 記載さ れている
か)
・ 前渡、 概算払い等の正当性
・ 支払遅延法に反する支払の有無
・ 内部統制の整備と 運用状況の確認記録、 監査証拠の積み上げ
・ 会計管理者のチェ ッ ク ( 能力) は有効か
・ 内部統制を 見直す必要はないか

④フ ロー情報・ 資金運用の有用性・ 合理
性

出納 ・ 多額の当座、 普通預金残高の理由
・ 特別会計等への貸付の異常性( 資金の源泉は余裕資金かどう か)
・ 有価証券を 含めた運用方針の文書化の有無
・ その文書( ルール) への準拠
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

指定金融機関 会計管理者の管理状況 出納 ・ 会計管理者の検査必要性の判断
・ 会計管理者の検査の状況

第八節　 時　 効 不納欠損 不納欠損の妥当性、 適法性 ・ 徴収努力の内容、 内容の上長等への報告
・ 滞納者の状況情報の共有
①滞納者の支払能力を 把握し ているかどう か
➁その把握し ている内容のヒ アリ ング
③そのも と で、 将来、 徴収見込みがあると いう のであれば、 その判断の根
拠

不納欠損処理し ないこ と の妥当性 ・ 時効前の費用対効果から の不納欠損処理の必要性
・ 実質的に回収可能であるのか( 時効を ただ待っ ているだけではないのか)
・ 一定のルールを 設ける必要性

徴収努力体制の妥当性 ・ 取立･回収担当者個人への加重な負担を かけていないか
・ 滞納整理技術の習得、 更新
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

第九節　 財　 産 財産貸付 料金の正当性
・ 特定個人・ 業者に対し て継続的に貸す場合に不当に低く なっ ている場合
がある
・ 住民の目
・ 遊休土地を 貸す場合に固定資産税評価額に単純に×％し ている場合があ
る( ←社会的に妥当な額か？) 時価×6％ぐ ら いでは？固定資産税評価/0. 7×
6％すべき では

料金の妥当性 ・ 株式会社( 営利目的) と 非営利( 社福など) と の妥当性は違う はず

財産購入・ 処分･･･固
定資産管理

財産取得・ 処分 取得 出納

( 取得の内部統制)
・ 見積業者、 数の妥当性、 比較
・ 規則に対する準拠性、 決裁区分
・ 負担行為( 事前決裁) の有無
・ 取得に係る証憑を 確認、 現物の実査
・ 不要、 不急
・ 購入先の選定
・ 価格の妥当性

処分 出納 ( 処分の内部統制)
・ 処分と し ながら も 知り 合いに譲渡、 売却( 民間でも 不正)
・ 処分の証明の有無
・ マニフ ェ スト の入手の確認

出資団体管理 出資団体の管理 ・ 出資団体把握の網羅性( 各課事業と のかかわり 合いから 出資の有無の確
認)
・ 出資と し て扱う 基準・ ルールの妥当性
・ 準拠性

第一款　 公有財産

第二款　 物
品

消耗品管理 消耗品管理 ・ 公的財産の喪失、 私的流用を 防ぐ 内部統制
①管理ルール、 重要なも ののルール
②定期的棚卸の実施の有無
③受払管理を し ているか( 帳簿棚卸の有無)
・ 現物払出の手続ルールと 準拠
・ 販売目的で購入さ れたも のが特定の権限者により 贈与さ れたり し ていな
いか
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

第三款　 債
権

未収管理( 延滞管理･請
求・ 相談・ 放棄・ 免
除・ 時効)

管理体制の妥当性

※240条でいう 債権だけではなく 、 手続が
同一のため、 税の徴収も 合わせて議論し
ている。

・ 職務の分離
・ 回収経過、 努力経過
・ 滞留原因の確認
・ 回収努力の経過、 今後の方針
・ 放棄、 免除、 時効に必要な手続を 経ているか

費用対効果 ・ 費用対効果を 考えた徴収事務を 行っ ているかどう か
・ 徴収担当者に過大な負担を 強いていないか
・ 町税等の徴収率( ⇔ただし 、 必ずし も 徴収率、 県内順位の上昇だけではな
い)

第四款　 基　 金 運用、 取崩( 目的使用) 運用の手続準拠性、 安全性 ・ 手続論、 決裁基準の明記→準拠し ているか
・ 決定根拠の手続、 明示、 公開

第十節　 住民によ
る監査請求及び訴
訟

・ 住民監査請求・ 訴訟に"備える"手続と 言う のは存在し ない( 日々の業務を
真摯にするだけであろ う から )
・ よっ て、 監査請求・ 住民訴訟自体はリ スク と し ては認識し ない
・ 広い意味でのリ スク と 認識し たと し ても 、 対応するための書面を 準備、
法定の手続を 確認し ておく まで

第十一節　 雑　 則
( その他)

各自治体 単独事業 各自治体 単独事業 ・ ひも 付き 事業は上部組織から の検査等により リ スク 小だが、 町単独事業
の場合、 外部チェ ッ ク がない
( 通称)
補助事業＝国の補助、 県単事業＝県の補助
町単事業＝町のみ予算
町独自で農道を つけるのに事業費1/2補助を 出す→事業主体が使用者→見積
り の妥当性( 業者と の癒着) 、 実態
・ 出し っ ぱなし リ スク 、
・ 特定団体・ 個人を 優遇リ スク
・ 既得権リ スク
　 →　 上の財務援助団体の管理と 同様

公営企業
発生主義、 法令に基づく 計算

出納 ・ 証憑と の一致( 年度、 科目、 相手先、 金額、 金額が正し く 記載さ れている
か)

・ 会計監査の論点( 新会計)
・ 資本的収支と 収益的収支の適切性
・ 消費税計算の正確性( 消費税のチェ ッ ク 体制の確認)

会計間貸借

会計間貸借

出納 ・ 会計間貸借の決定手続
・ 外部から 調達し た資金を 別会計に貸し 付けてはいないか( 資金の源泉は内
部留保か)
・ 借入た別会計から の返済の目途、 時期( 同)

【 財務以外と 考えら れるも の】
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自治法
第九章　 財務

重要な論点 副次
事実関係
又は事象

I T( 情報システム) 管理 ・ 開発、 保守、 変更管理
・ 運用、 オペーレ ーショ ン管理
・ セキュ リ ティ 管理、 障害対応
・ 外部委託管理

文書保存 ・ 保存年限
・ 保存場所の物理的安全性
・ 定期的廃棄

職員( 定員) ・ 定員適正化計画と の比較
・ 非常勤職員も 含めた比較

人事 ・ 定期的異動の実施
・ 長期滞留者はいないか

教育 ・ 情報機器の導入の程度( 金額に見合っ た必要性、 使用頻度があるのかどう
か)
・ 閉鎖性、 隠蔽体質、 事なかれ主義の有無
( 問題を 開示でき る教員こ そ評価すべき )

情報公開 ・ ホームページの閲覧数、 効果性
・ 透明化、 可視化→公平性、 納得性

特別会計 ・ 実質期間損益の推移、 基金残高、 将来的な事業展望
・ 施設等の存続・ 廃止の議論の有無( 議論の進言)

不正対策 ・ 不正事例、 不正の兆候の提示

公印管理 ・ 適切な職務分離、 手続を 定めているか

人事・ 労働管理
工事( 進捗) 管理
各課重点施策
イ ベント 管理
窓口業務
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